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第5巻第11章：木工品製作の変遷と山地資源　〜秋山郷の木鉢製作を中心に〜
著者：井上卓哉
はじめに

　紅葉の季節を終え、彩りを失った山中に響くチェーンソーのエンジン音（写真１）。しばらくすると、その音をかき消すようにメキメキと木が倒れる大きな音が響き渡り、再び山は静寂につつまれる。今、永きに渡ってこの場所で生きて来たトチノキが伐採された。しかそして、伐採されたトチノキは木鉢へと形をかえて新しい時間を刻み始める。

　ここは、長野県と新潟県の県境に位置する秋山郷。現在、秋山郷で作られる木鉢は、長野県の伝統的工芸品として重宝されている。しかし、秋山郷の人びとにとって、かつて木鉢は嫁入り道具の一つであり、木鉢の無い暮らしなど考える事はできなかった。

　秋山郷の木鉢だけではなく、山中の樹木を伐採し、それを材料に生活に必要な木工品（木地）を作るという活動は、古くから日本各地で行われて来た。そして、その活動に携わる人びとの一部は、時に「木地師」や「木地屋」と呼ばれることもあった。かれらは、木を媒介に、山地と深くかかわり合いながら暮らしを営んで来たのである．

　しかし、多くの場所では、生活に必要であった木工品の代替品が大量生産、大量消費されるようになると、木工品を作るという活動は消滅していく事となった。結果として、山地とのつながりは希薄なものとなっていった。

　一方で、秋山郷をはじめとする一部の地域では現在でも木工品を作るという活動は行われている。そこでは、山地とのつながりが現在でも保たれているのである。そこで、本章では、木工品を作るという活動を介した山地とのかかわり合いの姿について考えてみたい．

　そこでまず、「木地師」、「木地屋」とはいったいどのような人びとであったのかという事を取り上げたい。

「木地師」、「木地屋」と呼ばれた人びと

　「木地師」もしくは「木地屋」と呼ばれる人びとについては、これまでの研究において、さまざまな形での定義が行われて来た。ここでそれぞれの定義について紹介することはできないが、多くの定義の中で共通することは、彼らが、山地に広がる森林にトチノキやブナ類の原木を求め、それらを加工して、椀や盆、鉢などの日常で使用される木工品、いわゆる木地の製作にたずさわる人びとであるということである。

そして、「木地師（屋）」とよばれる集団の歴史については、よく知られている説として、第五五代文徳天皇の第一皇子である惟喬親王（八四四〜八九七）という実在の人物に起源を求めるものがある。

これは、弟に皇位を譲った惟喬親王が京都を離れ、放浪の末たどり着いた筒井という場所（現在の滋賀県東近江市蛭谷町・旧滋賀県神崎郡永源寺町蛭谷）で、轆轤という特殊な道具を発明し、木地製作を始めたというものである。

この説は、日本各地に分布する木地師および木地師の子孫の間において受け継がれてきた縁起書の写しや、縁起書をもとに記された文書による基づくものである。それらの文書は滋賀県東近江市君ケ畑町の金龍寺に保管されている縁起や滋賀県東近江市蛭谷町の個人が所蔵している縁起など、惟喬親王にゆかりのある場所を中心にいくつかのものが残されていることが報告されている。

ただし、この縁起は後述するように後世に生み出された可能性が高く、実際には縄文時代の遺跡からも様々な木地製品が発掘されているし、轆轤という特殊な道具も惟喬親王の活動した時代よりももっと古くから使用されていたようである。

ここで、轆轤という道具の歴史に注目してみると、その一つの例として、橋本は弥生時代後期の遺跡である唐古遺跡（奈良県）における、「ろくろ」目と呼ばれる同心円を描いた細かな線が見える木地製品の出土例から、木工用「ろくろ」利用の可能性を推定している（橋本、一九七九：三二）。
また、正倉院に納められた文書を活字化した『大日本古文書』の中に、轆轤に関わる記載をいくつか発見することができる。そのうちのいくつかを以下に紹介したい（東京大学史料編纂所　奈良時代古文書フルテキストデータベースより）。

　天平六年（七三四）　造仏所作物帳より

　給近江轆轤工二人粮米一斗五升（一巻、五五二頁）
　

天平二〇年（七四八）　東大寺写経所解案より

　一斛二斗轆轤工反六十人料　人別二升

　引作軸端一千二百枚　人別作廿枚　（十巻、三四〇頁）

天平宝字四年（七六〇）

　造東大寺司牒　造法花司　木工寮
　　請轆轤 eq \* jc2 \* "Font:平成明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(工),師)二人

　　　右為引七々御斎経軸（一四巻、四〇八頁）

　これらの記載からは、奈良時代において、すでに轆轤という道具が使用されており、轆轤工という集団が、軸端や経軸と呼ばれる物を作成し、その対価として米を支給されていたことがわかる。つまり、この時代には国家的な事業にかかわる轆轤工という職業が存在していたのである。

　その後、木地師研究の第一人者であった橋本鉄男によれば、国家の中心にいた轆轤工は、中世以降、次第に中央政府から離れ、自立化の傾向を辿ることになり、やがて「轆轤師」として、民間の手工業者の主流となっていったという（橋本、一九七九、一一二）。

　当時、日本の人口は都だけではなく、地方都市においても増加したことから、轆轤師は各地での木工品への需要に応じる為に、全国各地へと拡散していった時代であった。そして、彼らは、自らが作る製品の原料となる材木を求めて、山中を移動する生活を送るようになったと考えられる。

　そして、近世に入ると、山中を移動する彼らは「木地師（屋）」と呼ばれるようになり、氏子狩（氏子駆）というシステムによって、独自のネットワークを構築するようになる。

　先に述べた惟喬親王の縁起により、全国の木地師の発祥の地とされる蛭谷には筒井正八幡宮、君ヶ畑には大皇大明神の神社が鎮座している。そして、各神社に属する氏子によって、氏子組織が形成されていた。しかし、氏子である木地屋が、木地製作のための木材を求めて全国に分散したため、氏子組織を維持するために巡回人が全国を巡回し、木地師の縁起を記した文書とあわせて、諭旨・教書の類、免許状、宗門手形、往来手形、印鑑、木札といった「木地師文書」とか「木地師の七つ道具」と呼ばれる道具を配布する代わりに寄進料を徴収した。このシステムが氏子狩とよばれるものであり、この巡回の記録が氏子狩帳と呼ばれるものである。
　このようなネットワークに彼らが加入していた事の目的の一つには、各々が移動した先の周辺に居住している地域住民に対し、彼らが山地の樹木を伐採することの正当性を証明し、安定した原料確保をおこなうことが出来ることを意図していたのではないかと考えられる。
そして、彼らは木地に使う良材を求めて日本各地の山地を移動し、移動した先々で製作した木地の対価として食糧や生活必需品、金銭を手に入れ、暮らしを営んでいた。

また、そうした人々の中には、移動した先で定住の道を選ぶ者もあった。彼らが定着し、木地の製作を主たる生業とする集団が存在する山村、いわゆる木地屋集落とよばれる山村は、江戸時代から明治時代にかけて、日本各地に見られることとなり、現在へ至っている（写真２）。

たとえば、『角川日本地名大辞典』より、木地師に関係のあると思われる地名（「ろくろ」、「きじ」、「ごき」など）を抽出した小倉によれば、その総数は五六四一件にものぼるという（小倉、二〇〇六：一二）。
こうした地名が日本各地に存在していることからも明らかなように、木地製作は山村にとって重要な生業の一つであった。彼らがどこからどこへと移動し、どのような支配制度のもとで活動していたかということに関しては、木地屋文書や『氏子狩（駆）帳』の分析を中心に、杉本壽や橋本鉄男を筆頭に、多くの研究が行われてきた。ただし、その研究の中心となったのは限られた文献資料であることから、どうしても蛭谷・君ヶ畑を発祥の地とする視点での研究が中心となっている（田畑、二〇〇二　八五）。

一方で、秋山郷のように、『氏子狩（駆）帳』に記載を確認することができないほか、蛭谷・君ヶ畑の流れを汲む木地師が住み着いたという伝承を持たない地域でも木地製作が行われている場合がある。あわせて、木地師の特徴の一つである轆轤を使用しないで木地製品を製作する事例も多い。これらの点からも、木地師という人々に対して、従来の視点にとらわれすぎない姿勢が重要である。

また、木地師が山中を移動し、木地製作を行って木地師が定着の道を選び、集落を拓いたとしても、そこでは木地製作のみが行われているわけではなかった。

例えば、新潟県糸魚川市大所木地屋という集落は、天保二年（一八三一）に各地を転々としていた木地屋四世帯が移住し（天保八年にさらに一世帯が移住）、拓かれたことが集落内の旧家に伝わる文書に記されている（糸魚川木地屋会、二〇〇七、七）。

そして、大所木地屋に定着した人びとは、新田開発に精を出したという。あわせて、大正年間には畑での馬鈴薯の栽培、焼畑でのソバやダイコンの栽培、養蚕などを行っていた事が報告されている（青木、一九五八）。さらには、椀や膳といった木地製作だけではなく、漆器製作を集落内の分業で行い、椀膳一揃いを商品として出荷していたのである。しかし、戦後には、安価な椀が出回ることにより、木地製作が衰退すると、炭焼きや木材伐採の仕事に頼るようになった（糸魚川木地屋会、二〇〇〇、九）。

この糸魚川の事例だけではなく、多くの場所では木地製作の傍ら、稲作や焼畑耕作をはじめとする、様々な生業がそれぞれの時代の流れに適応しながら、複合的に選択されてきたのである。

それゆえに、木地師という人々をとらえていくのであれば、彼らの生活にとって、複合的に選択された生業の中で、木地製作がどのような価値を占めていたのか、そしてその価値が時代とともにどのように変化してきたのか、ということを考慮する視点が重要となる。

そこで、以下では信越国境の長野県下水内郡栄村秋山郷の木地製作の事例を中心に、木とともに生きてきた人々の姿を紹介したい。

島田家文書から見る秋山郷の木地製作

　長野県下水内郡栄村秋山郷は、信越国境に位置する集落の総称である。各集落の背後には広大な山地が広がり、秋山郷に住んできた人びとは古くから山地に存在するさまざまな資源を利用しながら生活を営んで来たことが各種の資料に記されている。

　そこで、ここではまず、栄村所在の島田汎家文書を取り上げ、江戸時代を中心とした秋山郷の生活について紹介したい。

　島田家は近世以来長く箕作村名主を務めた家柄であり、江戸時代においては、秋山郷もその管下におさめられていた。そのため、数千点に及ぶとされている島田汎家文書の中には、秋山郷に関する史料も多く残されている。そして、二〇〇八年には、総合地球環境学研究所のプロジェクト「日本列島における人間—自然相互関係の歴史的・文化的検討」（代表:湯本貴和）の成果物の一つとして、島田汎家文書のなかで、山地生活・山地生業などに関わる史料を選択して翻刻した史料集『長野県下水内郡栄村　島田汎家文書　抄・その一』が刊行された。

　以下ではこの史料集の中から、当時の秋山郷の山地資源利用の姿についてうかがい知ることのできるものをいくつか紹介したい。

　まず、元和八年（一六二二）、当時の飯山城主であった佐久間安政より申し渡された史料には、当時の秋山郷の山地資源利用を示す記述が次のように見られる（『島田汎家文書　抄・その一』四頁、Ｎｏ．二二–一）。

　

　　為秋山役檜物、札板、しな縄以下御用之時者、此印判可遣候条、其分心内尤候、於何事ても六か敷義有間敷候間、

　この史料の包紙には「佐久間備前守様御大越後よりかんな役差上候節之御証文」とあることから、時の領主に対して、秋山役（かんな役）という名目で、檜物、札板、しな縄を収めることが記されていることがわかる。この史料は、領主に収める品目が記されているが、次に紹介する史料には、それらの品物とは別に、人々が生活を営むための手段が記されている（『島田汎家文書　抄・その一』六頁、Ｎｏ．二五、宝永六年（一七〇九））。それによると、

　尤も家業之義も深山之外ニ田畑少々も無御座外ニ義ニ御座候ヘバ何ニ而もかせぎ可仕様も無御座専一山かせぎニ而指もの曲物板木等伐出シ越後領ニ而相払渡世送り来申候、

　

　この史料では、田畑が少しもないことを記すとともに、山稼ぎとして、指物、曲物、板木などの木地製品を作り、それらを越後領に売って生計をたてていることが記されている。また、樹木を利用した生業については、以下に紹介する史料にも記述が見られる（『島田汎家文書　抄・その一』六頁、Ｎｏ．四四三）。

　

　杣取之儀当村之内秋山と申枝郷至極深山土地狭ク御座候故従先年杣取少つつ仕割板山折敷等越後筋へ相払渡世送り来り申候

　ここで取り上げた記述は、秋山郷の属する箕作村の名主、組頭、百姓代の三役が、元文四年（一七三九）に中野の御役所へ提出した村差出明細帳の一部である。村差出明細帳には、村の様子が詳細に記されているが、その中に、秋山郷では杣取と称して樹木を伐採・製材し、折敷とよばれる膳の一種を製作してそれらを販売していることが記されている。

　ここで指摘した当時の秋山郷で製作されていた木地製品の材料を推測できる史料が残されている（『島田汎家文書　抄・その一』一五五頁、Ｎｏ．一〇三二）。この史料は、「高井郡箕作村之内秋山之山内諸木大積覚」と題され、箕作村の名主から中野村の役所へと提出されたものである。

　この史料が作成された時期は不詳であるが、内容を見てみると、秋山郷の山中には、具体的な名称として、黒檜、姫小松、樫、栂、桂という樹木の名前が、大まかな本数とともに記されている。ここで具体的な名称が出てくるということは、これらの樹木が何らかの利用価値があるからこそ記されていることが考えられる
。そして、その利用が木地製品の原料であった可能性を指摘できるのではないだろうか。

　さて、次に紹介する史料にも、当時の秋山郷の山地利用の姿を知る手がかりが記されている（『島田汎家文書　抄・その一』四二頁、Ｎｏ．四七六）。この史料は、箕作村の庄屋と組頭が、金中庄兵衛という人物にあてて、秋山郷の現状調査の報告を行っているものである。ここには、

　深山之義にて御座候ヘハ田地一円無御座候尤焼畑仕粟稗大豆小豆荏等少々作り申候へ共渡世ニ罷成候程之儀ニ而無御座候樹々之実等専一之食事ニ仕候又ハ割板ニ而曲物類仕越後筋へ払、

　とあり、木地製品の類いを越後へ販売するほかに、焼畑によって、粟や稗、大豆、小豆、荏胡麻などを作っていることが記されている。ただ、これだけでは十分ではなく、木の実などを食していたことがわかる。

　

　このように、島田汎家文書のなかから、秋山郷の山地資源利用について取り上げてみると、江戸時代の利用の姿を以下のようにまとめることができる。

　当時の秋山郷では、かんな役（秋山役）や山稼ぎと称して、山地の樹木を利用した木地製品を作っていた。これらの製品は、年貢の代用品としての価値を有していたほか、越後方面へ出荷して現金を獲得するための品物でもあった。この木地製作については、多くの記載が見られる事からも、江戸時代の秋山郷において、非常に重要な価値を有していた事と、木地製作に多くの人間が携わっていたことが推測できる。

　そして、木地製作だけではなく、山地を切り開いて造成した焼畑によって雑穀を栽培していたほか、木の実の利用等も行っていたことが資料から知る事ができた。

『秋山記行』にみる秋山郷の木地製作

　島田家文書と同様に、江戸時代の秋山郷の生活を知る事ができる資料の一つに、越後の文人・鈴木牧之（以下牧之として記載）が文政一一年（一八二八）九月八日から十四日にかけて秋山郷を訪れたときの紀行文である『秋山記行』
がある。

　筆者の牧之は、越後国魚沼郡（現新潟県南魚沼郡）塩沢町の縮の仲買と質を家業とする実業家であった。その家業のかたわら、牧之はよく旅行をし、その時に記した記録を、『秋山記行』だけではなく、『東遊記行』、『西国記行』、『苗場山記行』、『草津温泉入湯記』、『北海雪見行脚集』（『北越雪譜』）、『続東遊記行』といった紀行文としてまとめており、その業績からよく知られている文人である。

　さて、『秋山記行』の特色は、実際に自分で見聞し、足で歩いて感じ取った体験を主に記述していることによる。秋山郷の人々の外見上の特徴から始まり、家の構造や食生活、生業や労働の様子、訪れた牧之に対する対応、信仰、支配関係、課税に至るまで、旅の記録をありのままに書き残したこと自体が、当時の人々の生活の姿をより具体的に知るためのフィールドノートとして、重要な価値を有しているのである。

　さて、『秋山記行』の中には、焼畑耕作や木の実（トチノミ）の利用、狩猟などの生業について詳細に記されている。それとともに、当時の木地製作について伺い知ることのできる記載が見られる。特に、牧之は立ち寄ったいくつかの集落で地元の住民から茶をご馳走になっているが、茶碗を乗せる盆や膳についての記述が多い。そのうちのいくつかを以下に取り上げてみたい（傍線は木地製品を記すもので、筆者の手によるものである）。

　さりながら、 eq \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 9(その),其)妻半斤ばかりも入し茶袋を出して、鍋欠の耳の處を eq \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 9(もち),持)て俄に茶を eq \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 9(いり),煎)、大なる白木の垢附たる盆に、茶碗二つ并べて出しけるに、（以下略）（宮、一九七一：三二）

　扨も煙草EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(すふ),吸)内に、出流れの眞黒ろな茶を、大なる、足なき、手さしらしき折曲ヶの白木の朽膳に茶碗二つ并べて、（以下略）（宮、一九七一：四四）

　持參の白米 eq \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 9(たき),焚)貰ねばEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(よ),能)いに、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(ぐじゃ),愚弱)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(りぐ),離愚)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(じゃり),弱離)と、予は歯なしと云ども、粥の如きを、縁缺け、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(ぬり),塗)へげたる赤椀に盛り揚げ、白木の大なる栃折敷にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(す),居)ゑ、（以下略）（宮、一九七一：六一）

　俄に、鉄の藥鑵より出流れの澁茶、茶碗にこぼるゝばかり、大なる白木の盆に乗せて出しぬ。（宮、一九七一：九三）

　女房らしきが、手さしの白木の小盆を出し、是を秋山にてはつもの盆と申とかや、ものEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(つまみ),摘)なされとさし出すに、（以下略）（宮、一九七一：一四〇）

このように、当時の秋山郷では、日常生活の中で木地製品が使用されていた事がわかった。そして、それらが秋山郷において製作されていたことが以下に取り上げる記載から明らかとなる。

　

　和山・上の原并に此村の枝甘酒村迄、都て御上納は鉋役と申て、纔斗り差上るのみ。外に何も年中立っても懸りものはないけれど、年々春毎に、榒檜の白木を以、手才工に、大なる盆を拾枚〔つくり〕、年始に、村中の割合にて持ち行が一年中の勤めと〔いふ〕。（宮、一九九八：六九）
　

　ここでは、先に取り上げた島田汎家文書の中でも取り上げられていた、鉋役という言葉がみられる。そして、その具体的な内容として、ヒノキやサワラを材料に盆を作って納める事が記されている。
　さらに、続けて以下のような記載も見られる。

　叉、里へ出して交易のものを問ふに、粟・稗・EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(え),荏)・木鉢・EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(こ),木)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(すき),鋤)・樫・檜、松の盤・桂板・EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(（さ),榒)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(わら）),檜)・白EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(（ち）),木)の折敷、秋は干茸・しな縄EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(（なんず）),抔)居ながらEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(（あちんど）),商人)が買いに來る。（以下略）（宮、一九九八：六九）

ここでは、曲物、板木、折敷、盆などとともに、製粉した穀物を捏ねる為に用いられる木鉢や雪下ろしの道具である木鋤といった木地類は、年貢の代用品として重宝されたほか、里との物々交換を含めた交易に用いられる製品であったことが記されている（写真３）。

　ここまで紹介したように、江戸時代の秋山郷においては、島田家資料と『秋山記行』という二つの資料から、年貢の代用品や物々交換の品として、曲物、板木、折敷、盆、木鉢、木鋤といった木地製品が重要な価値を占めていた事が明らかとなった。

　ただし、このことが江戸時代を通じて変化しなかった訳ではなかった。というのも、一八世紀においては椹、姫小松、五葉松を材料に曲げ物や板を製作していたことが島田家史料には記されている。ところが、一九世紀に入ると、椹、姫小松、五葉松は枯渇し、ブナ・ナラ・カワ柳・栃・板屋楓・楡等ばかりであり、稀にある欅・雄松・橎・朴を榑（板）として生産したと記されている。この記述からは、木地製作の材料が針葉樹を中心としたものから、広葉樹を中心としたものへと変化したことがわかる。

一八世紀中ごろまでは山の産物に恵まれていたという秋山郷において、椹、姫小松、五葉松の枯渇がなぜおこったのか。その原因として、秋山郷周辺の村々による立ち木伐り荒らしの激化、焼畑耕作地の拡大といった要因があったことが島田家史料から知ることができる。

　結果として秋山郷においては板木や折敷、桶、盆といった、主に針葉樹を材料とする木地製品は衰退することとなった。一方でトチを材料とする木鉢と、ブナやミズナラを材料とする木鋤などの生産が明治時代に入っても継続されたのである。　
明治時代以降の木地製作

　前節では、一九世紀に起こった材料の枯渇に端を発して、秋山郷における木地製作がトチやブナなどの広葉樹を材料とする木鉢と木鋤の製作を中心とするものへと変化した可能性を指摘した。この二種類の木地製品に加えて、明治時代末期には新たにブナを材料とする杓子の生産が行われるようになった。

　新潟県教育委員会がまとめた『民俗資料緊急調査報告書　秋山郷　-1971-』によると、明治時代末期、越後秋山郷の上結東の滝沢兼吉氏らは新潟県南魚沼郡湯沢町の三俣という集落から、滝沢善五郎氏らは栄村の極野という集落からそれぞれ杓子職人を師匠として招き、杓子製作の技術を伝承したという（新潟県教育委員会、一九七一：六一）。

　また、『栄村史　堺編』によると、大正三年に越後秋山郷の大赤沢の藤ノ木新吉氏が、群馬県吾妻郡六合村より杓子職人を招き、杓子製作の講習会を開いたところ、氏を含めて数名の受講者があった（栄村史堺編編集委員会　一九六四：五九九）。

　さらに、昭和の始めには群馬県の草津町の人・山口平次郎氏が上ノ原の樽山とよばれる場所に小屋をかけ、一〇年以上にわたって杓子を製作したが、同村の山田基義氏は長らくこの作業を手伝っていたという（新潟県教育委員会、一九七一：六一）。

　このような経過で、秋山郷においては木鉢と木鋤に加えて、杓子製作に従事する人が増加していく事になったのである。

　では、これらの木地製品が当時の秋山郷でどのような価値を有していたのであろうか。

前掲の『民俗資料緊急調査報告書　秋山郷　-1971-』によれば、杓子の売値は明治末年において一枚七厘、大正六年頃には一枚八厘であり、売れ行きの良い年には年間で三万枚も製作した者もいたという（新潟県教育委員会、一九七一：六一）。大正七年の教師の初任給が一五円であったことから推測すると、現在の金額で三〇〇万円余の売り上げがあったのである（現在の初任給を二〇万円として計算）。

　木鋤については、明治二六年から三一年当時、木鋤の一枚の売値が三銭五厘であり、一戸で二〇〇枚から五〇〇枚の木鋤が製作されたという（市川、一九九五：一〇五）。

　また、『栄村史　堺編』に木鋤および木鉢製作の工賃が記載されているが、それによると、大正七（一九一八）年当時、木鋤の工賃は一枚五二銭であったという（栄村史堺編編集委員会、一九六四：五九九）。この当時の米一升の価格とほぼ同じであったということから、木鋤を一枚製作するだけでかなりの利益をあげていたことがわかる。

昭和二一年（一九四六）の木地製作者の日当として、木鉢一枚一〇円、木鋤一枚三三円で取引されたという。そして、昭和二四年（一九四九）には秋山郷で木鉢二〇〇〇個以上、木鋤一万枚以上の生産が見られたという（栄村史編集委員会、一九六四：六〇〇）。昭和二一年（一九四六）の白米一〇㎏の販売価格が三六円であったことから推測すると、この当時、秋山郷では白米約一〇〇トンに相当する量の木地生産が行われていた。

このように、明治時代から昭和初期にかけて、秋山郷においては木鉢・木鋤・杓子という木地製品の製作は、現金収入源という意味で非常に重要な価値を有していた。だが、戦後の復興や高度経済成長にともなって、これら木地製品の持っていた価値は大きく変化する事となる。

　というのも、木地製品の材料となる樹木に替わる素材として、プラスチック等の石油来の物、ステンレス等の金属が広く普及するようになった。そして、それらの素材から工場で大量に作られる安価な代用品が、木鉢・木鋤・杓子などの木地製品を席巻したのである。その結果、秋山郷における木鋤・杓子の製作は昭和三〇年代以降、ほとんど行われなくなった。

しかし、木鉢については、木鋤・杓子とは別の道を辿る事となる。確かに、プラスチックや金属製のボールが木鉢の代用品として普及し、生活用品としての価値は低下する事となった。

　しかし、昭和四〇年代前半からの秋山郷における観光開発とともに、木鉢は土産物として観光客に販売されるようになった。そして、その製作技術が長野県知事指定伝統的工芸品にも指定（昭和五八年（一九八三）一〇月一三日指定）されるなど、工芸品としてその存在が知られ、秋山郷の木鉢は、長野県のみならず、全国各地へと販売されているのである。

　つまり、木鉢は木鋤や杓子とは異なり、製作者の人数は全盛期に比べると、現在は4名とかなり減少したものの、江戸時代から現在にわたって、途絶えることなく製作が行われてきたのである。
では、現在の木鉢製作はどのような形で行われているのであろうか。以下では、筆者が二〇〇〇年以降、たびたび製作の現場にお邪魔させていただき、お話をきかせていただいた和山集落の山田和幸氏（昭和二五年（一九五〇）生まれ）の事例を中心に、木鉢の製作過程を概観してみたい。
なお、和幸氏は高校卒業後、東京で就職し一時秋山郷を離れるが、昭和五七年に秋山郷に戻り、叔父の山田重数氏（一九一七年生まれ）に弟子入りし、二年間の修行の後、木鉢の販売をはじめた。

秋山郷の木鉢製作
　秋山郷における木鉢製作は、図一に示したように、原木の確保、保管、製作、乾燥、販売の五つの工程にわけて捉える事ができる。また、表二のように、各工程において、様々な道具が使用されている。

　まず、第一工程は、木鉢の材料となるトチノキの原木を確保する工程である。現在、原木を確保するには、秋山郷周辺の国有林内で立木の伐採を行うか、秋山郷の外部、例えば秋田や福島の材木会社から丸太を購入するかの二通りの方法がある。

　国有林での伐採を行う場合、森林管理署との間で事前に協議をして伐採にかかわる契約を結ぶこととなる。契約以外のトチノキを伐採する事は出来ない。この契約は、締結時から一年間の間に伐採を行うことができるというものであるが、三月から四月にかけてのまだ林内に雪の残る時期に伐採が行われる事が多い。この時期に伐採が行われる理由としては、残雪の上で伐採した材を運搬し易い、伐採に使用するチェーンソーの刃が石などにあたって傷がつくことがない、との理由があるという。

　伐採したトチノキは、現地で枝を切り落とし、「木取り」という作業を行う。この作業では、まず、製作する木鉢の大きさに応じた長さで原木を輪切り（玉切り）にする。次に、輪切りにした原木の芯の部分を避けて、板目で木片を取り出す。この木片が木鉢の原型で、芯側の面が木鉢の天、樹皮の面が木鉢の地となる。また、原木の状態にもよるが、輪切りにした原木一つから、二枚の木片を取り出す事ができる。最後に、木片の余分な部分を落として「木取り」の作業は終了し、木片はその後の工程が行われる集落へ運搬されることとなる。

　トチノキが伐採された時期にもよるが、三月から四月にかけて伐採され、集落に運搬された木片は、木鉢を製作する作業がはじまる冬まで、乾燥によるひび割れ防止のために水につけて保管が行われる。この保管の工程が第二工程となる。ただし、平成一九年および二〇年の場合は、秋に伐採が行われ、「木取り」の作業が終了すると、保管の工程を経ずに次の工程へと進む事となった。

　第三工程である製作作業は、冬期間の作業となる。また、すべての作業が集落の中で行われる。春に伐採して水につけておいた木片、もしくは秋に伐採した木片に、コンパスで実際に製作される木鉢のサイズよりやや大きめに、外縁と内縁を描いていく。

　次に、ここで描かれた外縁の線の外側を、チェーンソーやオノで落としていく。さらに、この段階では製作する木鉢の直径が決まっており、その数値に対応した木鉢の高さに合わせて木片の底の部分を削りとっておく。この作業は「マルメル」と呼ばれ、一度にすべての木片に対して行われる。また、次の作業がやりやすいように、内縁の線の内側にチェーンソーで格子状の切込みを入れておく。

　「マルメル」以降の作業は、屋内へ移り、木片を一つずつ木鉢に仕上げていくこととなる。まず、木鉢内側の「粗彫り」作業がおこなわれる。この作業ではオノを使って内側をおおまかに削りとった後、ハッチョウナと呼ばれる手斧で細かく内側を彫っていく。

　「粗彫り」が終了すると、「内側の仕上げ」作業が行われる。この作業では、はじめに「マルメル」際にも使用したコンパスで再び木鉢の外縁と内縁の線を描く。この線が最終的な木鉢の縁を決定するものになるが、この際、真円を描くのではなく、乾燥による収縮を見越して木目と直角の方向にふくらんだ楕円形を描いていく。ここで、どれだけふくらませた楕円を描くのかということは、伐採した年や場所によって異なり、その判断は過去の経験から推測される。

　木鉢の外縁と内縁を描いた後、粗彫り用のハッチョウナで削ることのできなかった部分を、粗彫り用のハッチョウナよりもやや小振りのハッチョウナで細かく彫っていく。また、木鉢の底の部分は、底を彫りやすいように刃が平らになっているハッチョウナで作業を進める。

　次いで、マエガンナと呼ばれる道具で木鉢内側を削りとっていく。はじめは粗削り用のマエガンナを用いるが、その後、仕上げ用のマエガンナで木鉢内側に刃痕を残しながら作業が進む。ここで刃痕を残す理由として、ソバなどの粉をこねるときに、木鉢に粉がつきにくいようにすることであるという。ただし、和幸氏は、木鉢内側全面に刃痕を残すのではなく、底の部分は粉をこねる時に指が引っかからないように、刃が平らになったマエガンナを使用して刃痕を残さずに仕上げを行う（写真４）。
　「内側の仕上げ」が終了すると、「外側の仕上げ」作業に移る。この作業で使用される道具はナタ、セン、電動カンナ、ヒラガンナの四種類である。まず、木鉢外縁の線に沿って、外側上部をナタで細かく落としていく。その後、電動カンナで外側上部を整え、最終的には外縁をセンで削り、仕上げをおこなう。

　次いで、木鉢外側下部の仕上げに移る。ここでは、木鉢の直径に応じた底の大きさに合わせてコンパスで線を引き、その線にあわせてセンで削る。その後、電動カンナで外側下部を整え、ヒラガンナで外側全体の仕上げを行い、第三工程である製作作業が終了することとなる。

　和幸氏によると、木鉢の大きさが二尺（約六〇センチ）に近いものだと一日一個、一尺五寸程度（約四五センチ）のものだと一日二個製作することが可能であるという。また、伐採したトチノキの状態にもよるが、和幸氏は一冬で五〇枚から八〇枚の木鉢を製作している。

　さて、製作が終了した木鉢は第四工程である乾燥が行われる。製作の段階では、加工しやすいように木片に水分が残った状態であった。この状態から薪ストーブの置いて有る部屋で乾燥を進め、木鉢が完全に乾燥すると、商品として販売することが可能になる。乾燥の際には、木鉢の縁が収縮によりひび割れるのを避けるため、木工用ボンドが薄く縁面に塗布される（写真５）。

　最終工程である木鉢の販売であるが、現在、秋山郷の木鉢は以下の二つの方法のどちらかで販売されることとなる。それは、和幸氏のように、自らが製作した木鉢をすべて自分で販売する方法、そして、製作した木鉢を秋山郷内の土産店などの木鉢販売店へ卸す方法である。どちらの場合でも販売価格には大きな差はないが、販売店での価格は買い取り価格に利益分が上乗せされており、木鉢一枚あたりの製作者が受け取る金額は、個人販売のほうが大きくなる。

　しかし、個人販売の場合、販売先を自ら開拓しなければならず、在庫を抱えてしまうリスクがある一方で、販売店へ卸す場合は、販売先を自ら探す必要が無い事に加え、原木は販売店が用意し、製作だけを行い工賃を得るという場合もある。つまり、木鉢の在庫を抱えることが無いという利点がある。
　ここで述べたどちらの利点を重要視するかは、製作者の考え方によるが、現在では、販売店に卸す製作者が大部分を占めている。また、木鉢販売店では従来、秋山郷を訪れた観光客に対しての販売が中心であったが、近年では、インターネットによる注文などを受け付けている。

　以上が、現在の秋山郷における木鉢製作の概要である。しかし、古くからその状態が変化せずに現在まで至っているわけではなく、聞き取りや先行研究等と比較すると、ないくつかの変化を経て現在の形になったことが明らかとなった。そこで、以下では、伐採地および形態の変化について取り上げてみたい。
木鉢製作の変遷

· 伐採地

　江戸時代において、木鉢は物々交換をするために秋山郷で製作される品物の一つであり、その製作は男性の冬期間の副業の一つであったことは先に述べた。その一方で、集落から遠く離れた山地には伐採の手が入っていないというということが、鈴木牧之の『秋山記行』には記されている。これらの事から、その製作にかかる原材料は、集落からそれほど離れていないところで確保されていたことが推測される。

　ただし、牧之が同時に「村家近ければ、大樹原切り廣げ、小木は焼拂畑となす故、日光朗也。」（宮、一九七一：五八）と記しているように、集落の周辺で焼畑耕作を行っているような所には、木鉢に適したトチノキは無かったようである。

しかし、ひとたび畑から離れてしまうと、「村と村の境と云ども、大樹蒼茫として日の光を禁じ、岩石疊々として行路険し。」（宮、一九七一：五八）というような状況であり、おそらくこうした集落と集落の間に広がる森林の中からトチノキを得ていたのであろう。

　ただし、ここで問題となるのが、食糧としてのトチノミとの関係である。トチノキを木鉢製作に用いるために伐採してしまうと、トチノミを得ることはできなくなってしまう。焼畑耕作から得られる雑穀を補う目的を持っていたトチノミとの競合をさけるためにどのような方法をとっていたのであろうか。

　その方法として指摘できるのが、トチノキが多い場所（トチ林）を対象とした「山の口」制度である。この「山の口」とは、トチノミを採集することの出来る場所と期日をそれぞれの集落で決めて、それ以前の採集を禁止する取り決めのことである。　
この「山の口」の対象となっていたトチ林は、いかなる理由があっても伐採してはならないとされていた。しかし、こうしたトチノミを得るための場所を指定する一方で、それ以外の場所のトチノキであれば、トチノミの採集は自由であるとともに、共有状態にある住民の許可があれば伐採することができたという。

　事実、木鉢製作のためのトチノキの伐採は、各集落周辺の共有地の中で、トチ林に指定されていない場所を中心に伐採されていたことが、聞き取りによって確認することができた。また、昭和初期から戦中までは、金属製品の不足から、木鉢が盛んに製造されていたことは先に述べたが、その需要に応えることができるだけのトチノキが集落周辺の共有地の中には存在していたことが推測できる。

しかしながら、戦後、その木目の美しさから家具の原材料としてトチ材が高価で取り引きされるようになった。あわせて、品種改良や圃場整備などによって米を安定して入手できるようになると、トチノミの利用価値も低下し、トチ林を伐採してはならないという取り決めの必要性がなくなることとなる。その結果、集落周辺のトチ林を含むトチノキは材木として次々と伐採されてしまうこととなった。その結果、集落周辺の山林には、木鉢製作に用いるためのトチノキが減少してしまうこととなった。
　この戦後から高度成長期にかけての時期には、プラスチックやステンレスの代用品が登場し、木鉢の生活用品としての価値は低下したものの、その反面で、昭和三〇年から四〇年代に入ると、木鉢は観光商品として注目されるようになり、全体的な需要が急激に減少するということはなかった。

　木鉢に対する需要に応えるために選択されたトチノキの入手場所は、秋山郷周辺の国有林であった。この国有林では、戦後に林野庁主導のもと、木材生産の目的で大規模な伐採・植林事業がはじまり、秋山郷の木材会社を中心に伐採が行われるようになった。この伐採された樹木の中に、トチノキがあれば、その木を買い取り、木鉢製作に用いていたのである。

だが、自然保護運動の高まりや、国有林の伐採のための道路の敷設に莫大な費用がかかってしまうことから、秋山郷周辺の国有林の払い下げ面積は減少していくこととなる。

その結果、昭和四八年（一九七三）以降、秋山郷周辺の国有林の払い下げは非常に限定された
ものとなり、木鉢製作のためにトチノキを数本伐採することを許可するといった状態になった。しかしながら、国有林の払い下げだけでは、観光商品としての木鉢の需要に追い付くことができず、外部からトチノキを丸太で購入するという形を取ることとなった。

戦後の早い段階から、国有林事業の伐採をおこなう福原木材生産組合（後に木工品製作を中心におこなう秋山木工生産組合へと移行）の経営に携わってきた故福原初吉氏によれば、国有林の伐採の変化について、以下のように述べている。

　「営林署（現在の森林管理局）の方針によって、切ってよい場所や石数が決まっていた。戦後から昭和四〇年代まではかなり広範囲で伐採することができた。しかし、昭和四五年（一九七〇）ごろから、国有林の伐採に制限が加えられるようになり、徐々に切ってもよい石数が減るようになってきた。現在ではほとんど伐採することはできず、森林生産組合のみに許されている状況である。トチノキに限って言うと、秋山郷で伐採が許されているのは年間三本から五本程度である。許可が下りても、自分で伐採して持ち出さなければならない上に、切ってみないと木の質はわからない。実際に伐採してみると、木鉢に使うことができないものも含まれている。こうしたことを考えると、丸太になっているものを外部から購入してきたほうがよい場合もある。」

和幸氏の場合も上記の例からもれず、平成二三年（二〇一一）くらいまでは国有林の伐採のメドがついているが、それ以降は全くの白紙であるという。今後の状況次第では、外部からの購入に切り替えるか、トチノキではなく、ケヤキなどの他の樹木で木鉢を製作していく可能性も考えている。

形態の変化

　ここでは、木鉢の形態が時代ごとにどのように変化してきたのかについて分析を行った。この分析を行うにあたって、木鉢の販売店や個人の家庭にある木鉢のうち、八三枚について計測を行い、直径や高さ、深さなど、木鉢の形態に関するデータを収集した。それと同時に、八三枚の木鉢のうち、製作年がわかる六四枚の木鉢については、そのデータの収集もあわせて行った。

まず、それぞれの木鉢における外径と製作年のデータの分布から、製作年と木鉢の外径との関係を示したものが、以下の図である。

この図に描かれた近似曲線を見てもわかるように、木鉢の外径については、これまでそれほど大きな変化はなかったといえる。しかし、昭和二五年（一九五〇）頃から昭和三〇年（一九六〇）頃にかけて、若干木鉢の外径が大きくなっている傾向を読み取ることができる。このことは、何を示しているのであろうか。

そこで、木鉢の原材料となるトチノキの伐採地の変遷について思い起こしてみると、ちょうどこの時期は、林野庁による国有林の伐採・植林事業が開始され、伐採された樹木の中のトチノキを木鉢に利用するようになった時期である。また、伐採したトチノキから木鉢を取り出す「木取り」の方法をみてみると、伐採したトチノキの直径が大きければ木鉢の外径は大きくなり、直径が小さければ、木鉢の外径は小さくなるのである。

この二つの点から、昭和二五年（一九五〇）頃から昭和三〇年（一九六〇）頃に製作された木鉢の原材料となるトチノキは直径の大きなものであり、それらは、おそらく国有林のトチノキであった事が推測できるのである。つまり、当時は、国有林から現在よりも巨大なトチノキを木鉢の原材料として確保することができていたのである。そして、トチノキが巨大であるということは、そこから多くの枚数の木鉢を製作することができていたということがわかる。

さて、次に示す図は、それぞれの木鉢における高さと製作年のデータの分布から、製作年と木鉢の高さとの関係を示したものである。

この図から読み取ることができるのは、時代が進むにつれて、木鉢の高さが大きくなってきているということである。木鉢の高さが大きくなるということは、従来の薄くて深さのない木鉢から、厚くて深さがある木鉢へと変化してきていることを示している。

　そこから考えることができるのは、従来の木鉢が運搬の事まで考慮して製作されていたのではないかということである。つまり、人や馬・牛などの背に積むことのできる荷物の大きさは決まっている。そうした場合、木鉢の外径が同じであれば、厚いものより薄いもののほうが、より多くの枚数を重ねることができる。

現在のように、交通網が整備されていない状況であれば、出荷することのできる回数も限られていたため、できるだけ多くの枚数を出荷するために、薄くて深さのない木鉢が製作されていたのではないだろうか。

　しかし、戦後から高度経済成長期にかけて、秋山郷における交通網が整備され、また運搬のための自動車の保有台数が増加することによって、運搬の事を考慮に入れる必要がなくなる。あわせて、木鉢が観光商品となったということも、厚くて深い木鉢が作られるようになった一つの要因となったと考えることができる。

どういう事かというと、観光商品としての秋山郷の木鉢は、ほとんどの場合、ソバ打ちのための道具として紹介・宣伝される。そして、購入する人のほとんどは、木鉢をソバ打ちの道具として用いることになる。

だが、従来の薄くて深みのない木鉢であれば、そば粉をこねる際に木鉢から粉がこぼれてしまいがちである。ソバ打ちという目的に特化した結果、できるだけ粉がこぼれることがないように配慮されて、従来よりも深みのある木鉢が製作されるようになったのではないかと考えられるのである（写真６）。

このように、秋山郷の社会的な変化が木鉢の形態の変化の大きな要因となってきたということが、収集した木鉢のサイズのデータから推測できるのである。

　

おわりに
　本章では、秋山郷における木地製作の事例を中心に、その変遷について取り上げ、秋山郷において、木地製作という活動が江戸時代から現在に至るまで継続して行われてきたことを紹介した。ただし、それぞれの時代背景に応じて、その活動の内容は大きく変化してきたのである。たとえば、江戸時代には人間活動にともなう原木の枯渇という出来事に直面し、針葉樹を中心とした木地製品から広葉樹を中心としたものへ変化した可能性を指摘した。

　また、一時期は大量に生産され、大きな現金収入源であった木鋤や杓子の生産が代替品の出現によってまったく行われなくなるということもあった。生活用品としての価値は失ったものの、観光商品としての価値を付与されることによって、現在でも行われている木鉢製作についても、食料としてのトチノミとの競合、家具材としての利用、国有林に対する政策の変化などにより、原木をいかに確保するのかということが常に大きな問題となってきた。結果として、原木を確保できる場所は時代とともに移り変わることとなり、それにあわせて製作工程にも変化がおこった。また、木鉢の持つ価値の変化が、形態の変化となって現れてきた可能性を指摘した。

　このように、秋山郷における木地製作の事例からは、必ずしも持続的な樹木の利用ということが行われてきたわけではなかったことがわかる。そのため、時として原料の枯渇や製品の変更、製作の停止などに直面することとなった。しかし、秋山郷の人々はその都度、柔軟に変化に対応し、山地の資源を利用し続けてきたのである。この柔軟性そのものが、山地で生きてきた人々の姿ではないだろうか。
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集落周辺の国有林で伐採

（おもに３月〜４月）

外部から購入

↓ ↓

木取り

（伐採した場所で木を分割する）

運搬

↓ ↓

運搬

（国有林から集落へ）

木取り

↓

↓

↓

↓

木鉢の内側をオノ・チェーンソーで削る

↓

木鉢の内側をハッチョウナで刳り、形を整えていく

↓

木鉢内側をマエガンナで削り、仕上げる

↓

木鉢外側をオノ・ナタ・セン・電動カンナで削り、平カンナで仕上げる

↓

Ⅳ　乾燥

↓

自ら販売 土産物店などに卸す

コンパスを使って木鉢の内縁・外縁・底を描く

マルメル

（チェーンソー・オノで木鉢の外側になる部分を面取りする）

Ⅴ　販売

Ⅰ　原材料の確保

Ⅱ　保管　

水に沈めておく

（５月〜１１月中旬／１１月〜１２月に水から出して水切りを行う）

Ⅲ　製作

（１２月〜３月）
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① チェーンソー（STIHL製） トチノキの伐採と木取り 平成10年頃に購入 Ⅰ

② チェーンソー（sindaiwa製）

枝払い・外側を落とす・内

側を彫るまえに切込みを入

れる

平成14年に購入 Ⅰ、Ⅲ

③ ガンタ 伐採したトチノキを転がす 父親が購入 Ⅰ

④ トビ 木取りしたトチノキを運搬

刃は父親が購入、柄

は自製

Ⅰ

⑤ ものさし

木取りの際に計測しながら

大体の大きさを決める

自製 2尺9寸まで計測可能 Ⅰ

⑥ コンパス 内縁、外縁、底縁を決める 自製 2尺3寸まで計測可能 Ⅲ

⑦ オノ 内側を粗く落とす

刃は平成10年頃、長

野で購入　柄は自製

1,240ｇ Ⅲ

⑧ ハッチョウナ 内側の荒彫り

昭和58年、師匠より

譲ってもらう（津南町の

阿部鍛冶先代の作）

1,000ｇ Ⅲ

⑨ ハッチョウナ 荒彫りの後

昭和60年頃、購入（津

南町の阿部鍛冶作〕

800ｇ Ⅲ

⑩ ハッチョウナ

内縁の線にそろえる・底を

平らにする

父親が購入 680ｇ Ⅲ

⑪ チョウナ

木鉢の底を平らにして平行

をとる

祖父の代から Ⅲ

⑫ ナタ 外側を細かく落とす

平成10年ごろ群馬の

業者から購入

Ⅲ

⑬ セン 外側の線にそろえる

父親が購入（津南町の

阿部鍛冶先代作）

Ⅲ

⑭ 電動カンナ（Ｍａｋｉｔａ製） 外側の削り 購入 Ⅲ

⑮ 平カンナ 外側の仕上げ 購入 Ⅲ

⑯ マエガンナ 内側を粗く削る

平成14年に購入（茨城

県の森林組合を通じ

て）

6,000円 Ⅲ

⑰ マエガンナ 仕上げと粗削りの中間

平成5年頃購入（津南

町の阿部鍛冶）

8,000円 Ⅲ

⑱ マエガンナ 内側の仕上げ

父親が購入（津南町の

阿部鍛冶）

Ⅲ

⑲ マエガンナ 内側の底どり

購入（津南町の阿部鍛

冶）

8,000円 Ⅲ

木鉢製作に用いられる道具の用途および入手経路

















� この指摘を裏付けるように、史料の文末には、「深山場広之儀ニ而御座候得ハ悉諸木員数相知不申候此外雑木品々際限無御座候」とある。この記載から、当時の秋山郷では、領主からのお尋ねに対して、詳細に答えなければならない樹種とそれ以外のものとに区別がつけられていたことがわかる。


� 『秋山記行』には二種類の原稿があり、一つが秋山郷の見聞を偽らずに記した実録本であり、もう一つが見聞をもとに創作した戯作本である。以下では、宮栄二が校注した実録本の記載を取り上げながら論を進める。


�昭和四五年（一九七〇）には外国から入ってくる木材のシェアが五〇％を超え、国内林業と国有林の地位を低下させた。これをうけて、昭和四六年（一九七一）には経済同友会、昭和四七年（一九七二）には林政審議会が、外材依存を前提に、国有林に対して従来の「増やして伐る」という路線から、森林の公益的機能を重視した路線への転換を要求した。この要請を受けて、政府は昭和四八年（一九七三）に「国有林野における新たな森林施策」を発表し、伐採を減らすことと天然林の活用への転換を表明した。その結果、国有林の伐採量は急激に減少した（神沼、一九九八：六九―七〇）。
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